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議 案 目 次 
 

議案番号 議 案 名 頁 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて １ 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ２ 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ３ 

報告第２号 継続費繰越計算書について ４ 

報告第３号 繰越明許費繰越計算書について ７ 

報告第４号 平成 27 年度登米市水道事業会計継続費繰越計算書について 11 

報告第５号 平成 27 年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 13 

報告第６号 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に係る専決処分

の報告について 

15 

報告第７号 
登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について 
18 

報告第８号 
登米市税条例等の一部を改正する条例に係る専決処分の報告に

ついて 
20 

報告第９号 

登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告につ

いて 

27 

報告第 10号 

登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域にお

ける固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

に係る専決処分の報告について 

29 

報告第 11 号 
登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関

する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について 
31 

報告第 12号 
登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関す

る条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について 
33 

報告第 13号 専決処分の報告について 35 

議案第 52号 平成 28 年度登米市一般会計補正予算（第２号） 別冊 



議案第 53号 平成 28 年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 54号 平成 28 年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 55号 平成 28 年度登米市介護保険特別会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 56号 平成 28 年度登米市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 57号 平成 28 年度登米市水道事業会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 58号 平成 28 年度登米市病院事業会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 59号 平成 28 年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 60号 
登米市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関

する条例の制定について 
37 

議案第 61号 登米市道の駅三滝堂地域活性化施設条例の制定について 40 

議案第 62号 登米市印鑑条例の一部を改正する条例について 44 

議案第 63号 
登米市議会議員及び登米市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部を改正する条例について 
45 

議案第 64号 登米市手数料条例の一部を改正する条例について 46 

議案第 65号 登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 48 

議案第 66号 財産の取得について 50 

議案第 67号 財産の取得について 51 

議案第 68号 財産の取得について 52 

議案第 69号 市道路線の認定について 53 

議案第 70号 市道路線の廃止について 54 

議案第 71号 登米市辺地総合整備計画の策定及び変更について 55 

議案第 72号 登米市土地開発公社の解散について 56 
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諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

平成28年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

住  所 登米市登米町 

氏  名 佐々木 喜代子 
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諮問第２号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

平成28年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

住  所 登米市豊里町 

氏  名 佐々木 武 雄 
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諮問第３号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

平成28年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

住  所 登米市石越町 

氏  名 髙 橋 伸 子 
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報告第２号 

 

継続費繰越計算書について 

 

平成27年度登米市一般会計予算及び登米市宅地造成事業特別会計予算の継続費年

割額に係る経費のうち支出を終わらなかったものについて、別紙のとおり繰越計算書

を調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定に

より報告する。 

 

 

平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     
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報告第３号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

平成27年度登米市一般会計予算、登米市下水道事業特別会計予算及び登米市宅地造

成事業特別会計予算の繰越明許費について、別紙のとおり繰越計算書を調製したので、

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により報告する。 

 

 

平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     
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0
0

8
0
,
0
0
0
,
0
0
0

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

合
　

　
　

計

平
成

２
７

年
度

 
 
登

米
市

宅
地

造
成

事
業

特
別

会
計

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

款
項

事
業

名
金

　
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源
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報告第４号 

 

平成 27 年度登米市水道事業会計継続費繰越計算書について 

 

平成27年度登米市水道事業会計予算について、別紙のとおり継続費繰越計算書を調

製したので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第１項の規定

により報告する。 

 

 

平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     
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（

別
紙

）

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

企
業

債
負

担
金

・
補

償
金

国
庫

補
助

金
出

資
金

当
年

度
損

益
勘

定
留

保
資

金

1
1

1
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

 資 本 的 支 出

 建 設 改 良 費

1
,
2
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
9
1
,
9
2
0
,
0
0
0

0
1
,
0
9
1
,
9
2
0
,
0
0
0

1
,
0
6
8
,
7
6
6
,
0
0
0

2
3
,
1
5
4
,
0
0
0

2
3
,
1
5
4
,
0
0
0

0
0

0
1
1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
1
,
6
5
4
,
0
0
0

0

計
1
,
2
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
9
1
,
9
2
0
,
0
0
0

0
1
,
0
9
1
,
9
2
0
,
0
0
0

1
,
0
6
8
,
7
6
6
,
0
0
0

2
3
,
1
5
4
,
0
0
0

2
3
,
1
5
4
,
0
0
0

0
0

0
1
1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
1
,
6
5
4
,
0
0
0

0

平
成

２
７

年
度

登
米

市
水

道
事

業
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書

配 水 池 築 造

款
項

事 業 名

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
財

源
内

訳

継
続

費
の

総
額

平
成

2
7
年

度
継

続
費

予
算

現
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

支
払

義
務

発
生

(
見

込
)
額

残
額
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報告第５号 

 

平成 27 年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 

 

平成27年度登米市水道事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製した

ので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告する。 

 

 

平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     
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（

別
紙

）

１
　

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

企
業

債
負

担
金

・
補

償
金

国
庫

補
助

金
出

資
金

当
年

度
損

益
勘

定
留

保
資

金

1
1

1
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

 資 本 的 支 出

 建 設 改 良 費

5
1
6
,
0
0
8
,
0
0
0

3
4
6
,
7
4
3
,
5
6
0

1
1
2
,
6
6
4
,
0
0
0

5
5
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

0
5
7
,
6
6
4
,
0
0
0

5
6
,
6
0
0
,
4
4
0

0

県
事

業
の

早
期

完
成

の
た

め
、

年
度

末
で

の
着

工
を

依
頼

さ
れ

、
年

度
内

の
完

成
が

見
込

め
な

い
た

め
。

そ
の

他
、

工
事

施
工

等
の

協
議

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

た
め

。

計
5
1
6
,
0
0
8
,
0
0
0

3
4
6
,
7
4
3
,
5
6
0

1
1
2
,
6
6
4
,
0
0
0

5
5
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

0
5
7
,
6
6
4
,
0
0
0

5
6
,
6
0
0
,
4
4
0

0

平
成

２
７

年
度

登
米

市
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

配 水 管 整 備

款
項

事 業 名

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
明

左
の

財
源

内
訳

不
用

額
翌

年
度

繰
越

額
支

払
義

務
発

 
生

 
額

予
算

計
上

額
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報告第６号 

    

   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に係る専決 

処分の報告について 

 

平成28年３月31日、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、別紙のとおり専決処分し

たので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定により報告する。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚    
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、地方公務員法及

び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 28 年３月 31 日 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例 

（登米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１条 登米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年登米市条例第

39号）の一部を次のように改正する。 

第３条中第８号を第10号とし、第７号を第９号とし、同条第６号中「及び勤務成

績の評定」を削り、同号を同条第８号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(7) 職員の退職管理の状況 

第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１

号の次に次の１号を加える。 

(2) 職員の人事評価の状況 

（登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年登米市条例第45号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。 

（登米市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 登米市職員の給与に関する条例（平成17年登米市条例第58号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。 

第４条第３項中「級別職務分類表」を「等級別基準職務表」に改める。 

別表第４中「級別職務分類表」を「等級別基準職務表」に改め、同表アの表中

「職務の内容」を「基準となる職務」に改め、同表イの表中「職務の内容」を「基

準となる職務」に改め、同表ウの表中「職務の内容」を「基準となる職務」に改め、
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同表エの表中「職務の内容」を「基準となる職務」に改める。 

（登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第４条 登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成21年登米市条例第37

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。 

（登米市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第５条 登米市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成24年登米市条例第41号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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報告第７号 

    

   登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に 

関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告に 

ついて 

 

平成28年３月31日、登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例（平成17年登米市条例第61号）の一部を改正する条例について、別紙のとお

り専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定によ

り報告する。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚    
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、登米市議会の議

員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成17年登米市条例第61号）

の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 28 年３月 31 日 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

 

登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例 

登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成 17 年

登米市条例第 61 号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条第１項の表及び同条第２項の表中「0.86」を「0.88」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附

則第５条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由

の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日

以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じ

た同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補

償については、なお従前の例による。 
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報告第８号 

 

登米市税条例等の一部を改正する条例に係る専決処分の報告 

について 

 

平成28年３月31日、登米市税条例（平成17年登米市条例第65号）等の一部を改正

する条例について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第180条第２項の規定により報告する。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、登米市税条例

（平成17年登米市条例第65号）等の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 28 年３月 31 日 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

登米市税条例等の一部を改正する条例 

 （登米市税条例の一部改正） 

第１条 登米市税条例（平成17年登米市条例第65号）の一部を次のように改正する。 

第34条の４中「100分の9.7」を「100分の6.0」に改める。 

第43条第１項中「規定によって」を「規定により」に、「においては」を「に

は」に、「次項」を「この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第２項

中「次項」の次に「及び第４項」を加え、同条第３項中「変更し」を「変更

し、」に、「から第１項」を「から同項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国

の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、これに

類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）をしたとき

（国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるものに限り、こ

れに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）をしたこ

とに基因して、第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦

課した税額が増加したときに限る。）は、その追徴すべき不足税額（当該減額

更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額

に限る。以下この項において同じ。）については、次に掲げる期間（令第48条

の９の９第４項各号に掲げる市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

(1) 第40条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る

納税通知書が発せられた日までの期間 

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日

（当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起

算して１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る
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納税通知書が発せられた日までの期間 

第48条第３項及び第４項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合

で」を「場合において、」に改め、同条中第６項を第７項とし、第５項を第６項

とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第３項の場合において、法第321条の８第22項に規定する申告書（以下この項

において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に係

る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当

該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、当該修

正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付す

べき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は

第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る

市民税又は令第48条の16の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲

げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が

当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日か

ら当該減額更正の通知をした日までの期間 

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの

（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正

（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら当該修正申告書を提出した日（法第321条の８第23項の規定の適用がある場

合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正

申告書の提出期限）までの期間 

第50条第２項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとす

る。なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第３項中「の

申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあっては」を「場合には」に改め、

「受けたこと」の次に「。次項第２号において同じ。」を加え、同条に次の１項

を加える。 

４ 第２項の場合において、法第321条の８第22項に規定する申告書（以下この項

において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に係

る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当
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該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、当該修

正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付す

べき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係

る市民税又は令第48条の15の５第３項に規定する市民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が

当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日か

ら当該減額更正の通知をした日までの期間 

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの

（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正

（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間 

第51条第２項第１号中「又は名称及び住所若しくは居所又は事務所又は事業所

の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号」を

「及び住所又は居所（法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法

人番号）」に改める。 

第56条中「又は第12号の固定資産」を「若しくは第12号の固定資産又は同項第

16号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成

所において直接教育の用に供するものに限る。）」に、「、独立行政法人労働者

健康福祉機構」を「、独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。 

第59条中「又は第12号」を「、第12号又は第16号」に改める。 

第139条の３第２項第１号中「個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以

下この号において同じ。）又は」を削り、「法人番号」の次に「（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規定

する法人番号をいう。以下この号において同じ。）」を加え、「個人番号又は」

を削る。 

附則第６条を次のように改める。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附

則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第34条の２の規定による控
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除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条

第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４

条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第314条の２第１項（第２号

に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。 

附則第10条の２第４項中「附則第15条第２項第６号」を「附則第15条第２項第７ 

号」に改め、同条第９項を第14項とし、第６項から第９項までを５項ずつ繰り下

げ、第５項の次に次の５項を加える。 

６ 法附則第15条第33項第１号イに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第15条第33項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

10 法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

附則第10条の３第８項第５号中「費用」の次に「及び令附則第12条第36項に規定

する補助金等」を加える。 

 （登米市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 登米市税条例等の一部を改正する条例（平成27年登米市条例第29号）の一部

を次のように改正する。 

附則第５条第３項の表第98条第１項の項中「第34号の２様式」を「施行規則第

34号の２様式」に改め、「第１条の規定」を削り、同表第98条第２項の項中「第

34号の２の２様式」を「施行規則第34号の２の２様式」に改め、同表第98条第３

項の項中「第34号の２の６様式」を「施行規則第34号の２の６様式」に改め、同

表第98条第４項の項中「第34号の２様式」を「施行規則第34号の２様式」に改め、

同条第７項中「、新条例」を「、登米市税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げ

る同条例」に改め、同項の表第100条の２の項中「第100条の２」を「第100条の２

第１項」に改め、同条第10項の表第７項の表以外の部分の項中「第４項」を「第

４項の」に、「第９項」を「第９項の」に、「から」を「同項から前項まで」に、

「、第５項及び」を「同項、第５項及び前項」に改め、同表第７項の表第100条の

２の項の項中「第100条の２」を「第100条の２第１項」に改め、同条第12項の表

第７項の表以外の部分の項中「第４項」を「第４項の」に、「第11項」を「第11

項の」に、「から」を「同項から前項まで」に、「、第５項及び」を「同項、第

５項及び前項」に改め、同表第７項の表第100条の２の項の項中「第100条の２」
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を「第100条の２第１項」に改め、同条第14項の表第７項の表以外の部分の項中

「第４項」を「第４項の」に、「第13項」を「第13項の」に、「から」を「同項

から前項まで」に、「、第５項及び」を「同項、第５項及び前項」に改め、同表

第７項の表第100条の２の項の項中「第100条の２」を「第100条の２第１項」に改

める。 

 附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中登米市税条例第43条、第48条及び第50条の改正規定並びに第２条中

登米市税条例等の一部を改正する条例（平成27年登米市条例第29号）附則第５条

第７項の改正規定（「、新条例」を「、登米市税条例」に、「掲げる新条例」を

「掲げる同条例」に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第４項の規定 

平成29年１月１日 

(2) 第１条中登米市税条例第34条の４の改正規定及び次条第３項の規定 平成29

年４月１日 

 (3) 第１条中登米市税条例附則第６条の改正規定及び次条第２項の規定 平成30

年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の登米市税条例（以下「新条例」という。）第43

条第４項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第43条第２

項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。 

２ 新条例附則第６条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について

適用する。 

３ 新条例第34条の４の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に開始する

事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民

税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開

始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例第48条第５項及び第50条第４項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行

の日以後に新条例第48条第３項又は第50条第２項に規定する納期限が到来する法

人の市民税に係る延滞金について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第10条の２第６項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され
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る地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第13号）第１条の規定に

よる改正後の地方税法（昭和25年法律第226号。以下「新法」という。）附則第15

条第33項第１号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定

資産税について適用する。 

３ 新条例附則第10条の２第７項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る新法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第10条の２第８項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る新法附則第15条第33項第２号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第10条の２第９項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る新法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第10条の２第10項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得さ

れる新法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以

後の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例附則第10条の３第８項第５号の規定は、平成28年４月１日以後に改修され

る新法附則第15条の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規

定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。 
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報告第９号 

 

登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税 

免除に関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の 

報告について 

 

平成28年３月31日、登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免

除に関する条例（平成17年登米市条例第70号）の一部を改正する条例について、別紙

のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規

定により報告する。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、登米市過疎地域

自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例（平成17年登米市条例第

70号）の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 28 年３月 31 日 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例 

登米市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例（平成

17年登米市条例第70号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「平成28年３月31日」を「平成33年３月31日」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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報告第 10 号 

 

登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域 

における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正 

する条例に係る専決処分の報告について 

 

平成28年３月31日、登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域に

おける固定資産税の課税免除に関する条例（平成20年登米市条例第30号）の一部を改

正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第180条第２項の規定により報告する。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、登米市企業立地

及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条

例（平成20年登米市条例第30号）の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 28 年３月 31 日 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税

の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

登米市企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課

税免除に関する条例（平成20年登米市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「平成28年３月31日」を「平成29年３月31日」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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報告第 11 号 

 

登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免 

に関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告 

について 

 

平成28年３月31日、登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に

関する条例（平成23年登米市条例第19号）の一部を改正する条例について、別紙のと

おり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定に

より報告する。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 



- 32 - 

 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、登米市東日本大

震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例（平成23年登米市条例第19

号）の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 28 年３月 31 日 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例の一部

を改正する条例 

登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例（平成23

年登米市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「平成27年度分」を「平成28年度分」に改める。 

第４条第２項中「平成27年度」を「平成28年度」に、「平成28年３月末日」を「平

成29年３月末日」に改める。 

附 則 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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報告第 12 号 

 

登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に 

関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告に 

ついて 

 

平成28年３月31日、登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関

する条例（平成24年登米市条例第26号）の一部を改正する条例について、別紙のとお

り専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定によ

り報告する。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、登米市復興産業

集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成24年登米市条例第26号）

の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  平成 28 年３月 31 日 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を

改正する条例 

登米市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成24年登

米市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「平成28年３月31日」を「平成29年３月31日」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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報告第 13 号 

    

   専決処分の報告について 

  

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

   

  平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚    

 

 

区分 専決処分年月日 事故の概要 
損害賠償額 

和解内容 

交通事故 平成 28 年４月 21 日 平成 27 年 10 月６日、登米市迫

町佐沼字八幡地内の県道交差点

において、職員の運転する公用

車に交差点左側より走行してき

た相手方車両が衝突したもの 

10,000 円 

その余の請求

を放棄 

営造物の

管理瑕疵 

平成 28 年４月 25 日 平成 28 年３月６日、登米市米山

町西野字新北走地内の市道にお

いて、相手方車両が通行した際

道路中央付近に生じていたポッ

トホール（舗装路面の穴）にタ

イヤがはまり、相手方車両を破

損させたもの 

10,880 円 

その余の請求

を放棄 

営造物の

管理瑕疵 

平成 28 年４月 25 日 平成 28 年３月６日、登米市米山

町西野字新北走地内の市道にお

いて、相手方車両が通行した際

道路中央付近に生じていたポッ

トホール（舗装路面の穴）にタ

イヤがはまり、相手方車両を破

損させたもの 

53,723 円 

その余の請求

を放棄 
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区分 専決処分年月日 事故の概要 
損害賠償額 

和解内容 

営造物の

管理瑕疵 

平成 28 年５月 10 日 平成 27 年９月 27 日、登米市米

山町字善王寺新森ノ腰前地内の

市道において、相手方車両が通

行した際に橋の段差に車が接触

し、相手方車両を破損させたも

の 

210,000 円 

その余の請求

を放棄 
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議案第 60 号 

 

登米市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税 

に関する条例の制定について 

 

登米市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例を次のとお

り制定するものとする。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

登米市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域再生法（平成17年法律第24号。以下「法」という。）第８

条第１項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第５条第４項第４号に規

定する地方活力向上地域内における固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（固定資産税の不均一課税） 

第２条 地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27年総務省令第

73号。以下「省令」という。）第１条に規定する公示日（以下「公示日」とい

う。）から平成30年３月31日までの間に、法第17条の２第３項の規定により、同条

第１項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第４

項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を

経過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたとき

は、その取り消された日の前日まで）の間に、省令第２条第１号に規定する特別償

却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設したものについて、

当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の

敷地である土地（公示日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その

取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物

の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。）

に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課

されることとなった年度以降３年度に限り、登米市税条例（平成17年登米市条例第

65号）第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中
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欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。 

事業 年度 税率 

法第17条の２第１項

第１号に掲げる事業 

初年度（当該固定資産に新たに

固定資産税が課されることとな

った年度をいう。この表におい

て同じ。） 

０ 

第２年度（初年度の翌年度をい

う。この表において同じ。）   

100分の0.35 

第３年度（第２年度の翌年度を

いう。この表において同じ。）  

100分の0.7 

法第17条の２第１項

第２号に掲げる事業 

初年度  ０ 

第２年度 100分の0.467 

第３年度 100分の0.933 

（不均一課税の申請） 

第３条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、次

に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して、不均一課税

を受けようとする年度の固定資産税の法定納期限前７日までに市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同

じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名

称） 

(2) 不均一課税の適用を受けようとする年度 

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（不均一課税の措置） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、不均一課税の処分を決

定し、その旨を固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で
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定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 
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議案第 61 号 

 

登米市道の駅三滝堂地域活性化施設条例の制定について 

 

登米市道の駅三滝堂地域活性化施設条例を次のとおり制定するものとする。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

登米市道の駅三滝堂地域活性化施設条例 

（設置） 

第１条 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、情報発信、地場産品の販売等

を通じて、観光及び物産の振興並びに地域の活性化を図るため、登米市道の駅三

滝堂地域活性化施設（以下「活性化施設」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 活性化施設 国土交通省の登録を受けた道の駅のうち、市が設置した施設及

び敷地をいう。 

(2) 利用者 第８条第１項の規定により利用の許可を受けた者をいう。 

(3) 来場者 活性化施設をその施設の目的に応じて利用するために入場する者を

いう。 

（名称及び位置） 

第３条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

登米市道の駅三滝堂地域活性化施設 登米市東和町米谷字福平191番地１ 

２ 活性化施設の施設は、次のとおりとする。 

 (1) 物産販売施設 

 (2) 飲食提供施設 

 (3) 軽食提供施設 

 (4) 売店施設 

 (5) キャンピングカー等滞在施設 

 (6) イベント広場 

 (7) 緑地広場（ドッグランを含む。） 
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（8） 駐車場 

（指定管理者による管理等） 

第４条 活性化施設の管理（前条第２項第４号に掲げる施設を除く。）は、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、法人その他の団体で

あって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

２ 前条第２項第４号に掲げる施設は、同法第238条の４第２項第４号の規定により

貸し付けるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第５条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者が管理する活性化施設（以下「施設」という。）の利用の許可に

関する業務 

(2) 施設の利用に係る利用料金に関する業務 

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) 施設の利用者及び来場者の利便性を向上させるために必要な業務 

(5) 前４号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第６条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに

従い、施設の管理を行わなければならない。 

（開館時間及び休館日） 

第７条 施設の開館時間及び休館日は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市

長の承認を得て、開館時間又は休館日を変更することができる。 

（利用の許可） 

第８条 別表第２に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けな

ければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付す

ることができる。 

３ 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

の利用を許可しない。 

 (1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。 

 (2) 施設及び設備をき損又は汚損するおそれがあると認められるとき。 

 (3) 利用の許可を受けた目的以外に利用するおそれがあると認められるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。 

（利用の制限） 

第９条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

は、その許可を取り消し、又は利用を停止することができる。 
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（利用料金） 

第10条 利用者は、利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に支

払わなければならない。 

２ 利用料金の額は、別表第２に定める額の範囲内において、市長の承認を得て、指

定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるもの

とする。 

（利用料金の減免） 

第11条 指定管理者は、施設を公益的な目的で利用する場合その他特に必要があると

認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。 

（利用料金の還付） 

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると

認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第13条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成

17年登米市条例第10号)第９条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限

る。)の停止を命じた場合その他やむを得ない事由により、施設の管理運営を臨時

に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する

までの間、別表第２に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。 

２ 前項の場合においては、第８条、第９条、第10条第１項、第11条及び第12条の規

定を準用する。この場合において、第８条及び第９条中「指定管理者」とあるの

は「市長」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第

１項中「料金（以下「利用料金」という。)を指定管理者」とあるのは「使用料を

市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指

定管理者」とあるのは「市長」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは

「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとす

る。 

（権利譲渡等の禁止） 

第14条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。 

（原状回復義務） 

第15条 利用者は、その施設の利用を終了したとき、又は第９条の規定により利用の

許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、その施設を速やかに原状

に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでな

い。 
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（損害賠償義務） 

第16条 活性化施設に損害を与えた者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、

又は賠償しなければならない。 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

施設 開館時間 休館日 

物産販売施設 午前９時から午後７時まで なし 

飲食提供施設 

軽食提供施設 

キャンピングカー等滞在施設 終日 

イベント広場 

緑地広場（ドッグランを含

む。） 

駐車場 

別表第２（第10条関係） 

施設 利用料金の基準額 単位 

飲食提供施設 売上額（消費税及び地方消費税額を除

く。）に100分の15を乗じて得た額。

ただし、１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額 

月額 

軽食提供施設（１室） 30,000円 月額 

キャンピングカー等滞在施設

（１台） 

午前10時から午後３時まで   300円 １回 

午後３時から午前10時まで   500円 
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議案第 62 号 

 

登米市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

登米市印鑑条例（平成17年登米市条例第11号）の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

                     登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

登米市印鑑条例の一部を改正する条例 

登米市印鑑条例（平成17年登米市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

第17条を第18条とし、第14条から第16条までを１条ずつ繰り下げ、第13条の次に次

の１条を加える。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第14条 前条の規定にかかわらず、利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方

公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第22

条第１項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）が記録された個人番号カー

ド（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）

の交付を受けた登録者は、個人番号カードを使用して、多機能端末機（本市の電子

計算機と電子通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に

証明書を交付するものをいう。）に暗証番号その他必要な事項を自ら入力すること

により、印鑑登録証明書の交付を申請し、及び交付を受けることができる。 

附 則 

この条例は、平成28年９月１日から施行する。 
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議案第 63 号 

 

登米市議会議員及び登米市長の選挙における選挙運動の公費 

負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 

登米市議会議員及び登米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

（平成17年登米市条例第34号）の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚    

 

 

登米市議会議員及び登米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例 

登米市議会議員及び登米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平

成17年登米市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「15,300円」を「15,800円」に改め、同号イ中「7,350円」を

「7,560円」に改める。 

第８条第２項中「510円48銭」を「525円６銭」に、「301,875円」を「310,500円」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 64 号 

    

   登米市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

登米市手数料条例（平成 17 年登米市条例第 71 号）の一部を次のとおり改正する

ものとする。 

 

 

平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚    

 

 

登米市手数料条例の一部を改正する条例 

登米市手数料条例（平成 17 年登米市条例第 71 号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「     

を 

 住民基本台帳法（昭和

42 年法律第 81 号）第

12 条第１項、第 12 条

の２第１項又は第 12 条

の３第１項若しくは第

２項の規定に基づく住

民票に記載をした事項

に関する証明書の交付 

住民票全部証明≪住

民票謄本≫ 

300円  

 住民票一部証明≪住

民票抄本≫ 

200円  

    」 

「     

に、 

 住民基本台帳法(昭和42

年法律第81号)第12条第

１項、第12条の２第１

項、第12条の３第１項

若しくは第２項又は第

12条の４第１項の規定

に基づく住民票の写し

の交付 

住民票の写し 200円  

  

    」 
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「     

を 

 住民基本台帳法第 20 条

第１項から第４項まで 

の規定に基づく戸籍の

附表の写しの交付 

戸籍附票全部証明 300円  

 戸籍附票一部証明 200円  

    」 

「     

に改め、 

 住民基本台帳法第 20 条

第１項から第４項まで 

の規定に基づく戸籍の

附票の写しの交付 

戸籍の附票の写し 200円  

  

    」 

住民基本台帳法第 12 条の４第１項に規定する住民票の写しの交付の項を削る。 

附 則 

 この条例は、平成 28 年９月１日から施行する。 
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議案第 65 号 

    

   登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

登米市国民健康保険税条例（平成 17 年登米市条例第 138 号）の一部を次のとおり

改正するものとする。 

 

 

平成 28 年６月９日提出 

 

 登米市長 布 施 孝 尚    

 

 

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項ただし書中「52万円」を「54万円」に改め、同条第３項ただし書中

「17万円」を「19万円」に改める。 

第３条第１項中「100分の8.32」を「100分の8.00」に改める。 

第５条中「24,000円」を「22,700円」に改める。 

第５条の２第１号中「24,500円」を「23,500円」に改め、同条第２号中「12,250

円」を「11,750円」に改め、同条第３号中「18,375円」を「17,625円」に改める。 

第23条中「52万円」を「54万円」に、「17万円」を「19万円」に改め、同条第１号

ア中「16,800円」を「15,890円」に改め、同号イ(ア)中「17,150円」を「16,450円」

に改め、同号イ(イ)中「8,575円」を「8,225円」に改め、同号イ(ウ)中「12,863円」

を「12,338円」に改め、同条第２号中「26万円」を「265,000円」に改め、同号ア中

「12,000円」を「11,350円」に改め、同号イ(ア)中「12,250円」を「11,750円」に改

め、同号イ(イ)中「6,125円」を「5,875円」に改め、同号イ(ウ)中「9,188円」を

「8,813円」に改め、同条第３号中「47万円」を「48万円」に改め、同号ア中「4,800

円」を「4,540円」に改め、同号イ(ア)中「4,900円」を「4,700円」に改め、同号イ

(イ)中「2,450円」を「2,350円」に改め、同号イ(ウ)中「3,675円」を「3,525円」に

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 
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２ 改正後の登米市国民健康保険税条例の規定は、平成 28 年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、平成 27 年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 
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議案第 66 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産の取得契約を締結することについて、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

 

平成28年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚 

 

 

１ 契 約 の 目 的  消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  １８，３６０，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県大崎市古川中里一丁目10番29号 

          株式会社 古川ポンプ製作所 

          代表取締役 氏家 英喜 
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議案第 67 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産の取得契約を締結することについて、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

 

平成28年６月９日提出 

 

 

登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

１ 契 約 の 目 的  可搬消防ポンプ付普通積載車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  １９，９８０，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県大崎市古川中里一丁目10番29号 

          株式会社 古川ポンプ製作所 

          代表取締役 氏家 英喜 
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議案第 68 号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67）第96

条第１項８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

平成28年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚 

 

 

１ 取 得 の 目 的  旧宮城県米山高等学校跡地用地取得 

 

２ 取得する財産 

所   在 
地目 地 積 

字  名 地  番 

登米市米山町中津山

字筒場埣 

215 番 学校用地 38,161.00 平方メートル 

219 番 宅地 807.28 平方メートル 

220 番 宅地 1,368.91 平方メートル 

221 番 学校用地 6,271.00 平方メートル 

222 番２ 宅地 1,460.20 平方メートル 

242 番２ 用悪水路 49.00 平方メートル 

 

  取 得 地 目 ： 学校用地、宅地、用悪水路 

取得総地積 ： ４８，１１７．３９平方メ－トル 

  取得総筆数 ： ６筆 

 

３ 取 得 金 額  ２８８，９００，０００円 

 

４ 財産の所有者  宮城県 
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議案第 69 号 

    

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市道路

線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     

 

 

路線 

番号 
路 線 名 

起   点 

終   点 

延 長 

（m） 

幅 員 

（m） 

42172 農高中通線 

登米市中田町上沼字舘 

20番2 地先 

登米市中田町上沼字北要害 

106番 地先 

1,164.7 
3.2～

9.2 

42178 上沼舘１号線 

登米市中田町上沼字舘 

15番2 地先 

登米市中田町上沼字舘 

12番1 地先 

169.5 
4.1～

6.1 
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議案第 70 号 

    

   市道路線の廃止について 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定により、下記のとおり市道路

線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚    

 

 

路線 

番号 
路 線 名 

起   点 

終   点 
延 長 幅 員 

42172 農高中通線 

登米市中田町上沼字要害 

94番 地先 

登米市中田町上沼字北要害 

106番 地先 

1,070.7 
2.3～

8.3 

42178 上沼舘１号線 

登米市中田町上沼字舘 

7番1 地先 

登米市中田町上沼字舘 

12番1 地先 

256.0 
2.1～

10.0 

42179 上沼舘２号線 

登米市中田町上沼字舘 

3番 地先 

登米市中田町上沼字舘 

4番3 地先 

114.1 
5.0～

6.5 
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議案第 71 号 

    

   登米市辺地総合整備計画の策定及び変更について 

  

登米市辺地総合整備計画を別添のとおり策定及び変更するため、辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）

第３条第１項及び同条第８項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決

を求める。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     
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議案第 72 号 

    

   登米市土地開発公社の解散について 

  

登米市土地開発公社を解散することについて、公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和47年法律第66号）第22条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  平成 28 年６月９日提出 

 

登米市長 布 施 孝 尚     

 

 


